刑法演習Ⅰ　第2回課題レポート

＜テーマ＞

行為者の行為介入事例における、第一行為と結果との間の因果関係に関する判例の態度

一　この問題に関する判例としては、①大判大12年3月23日、②大判大12年4月30日、③最決昭和53年3月22日、がある他、下級審裁判例として、④東京高判昭和37年6月21日、⑤新潟地長岡支判昭和37年9月24日、⑥大阪高判昭和44年5月20日、などがある。

①　大判大12年3月23日

　　本件は、殺害の意図で被害者を崖から川に突き落とした（第一行為）後、崖にひっかかり人事負傷に陥った同人を後日の弁解のために助けるふりをしたところ、自分も落ちそうになったので手を放し（第二行為）死亡させた、という事案である。

　　判決は、第一行為と結果との間の因果関係について、「殺人の実行行為と被害者の死亡との間に他の事実が介入し、その事実が致死の近因を成したる場合といえども、実験法上犯人の行為と被害者の死亡との間に因果関係が認められる限りは、人を殺したるものとして刑罰の制裁に服すべく、殺人の未遂をもって論ずるを得ず」と判示して、第一行為について殺人罪を認めた。

②　大判大12年4月30日

　　本件は、殺害の意図で被害者の首を絞め（第一行為）、同人が失神したのを死んだと思い込み、犯行の発覚を防ぐ目的で砂浜に捨てた（第二行為）ため、同人は首を絞められたことと砂末を吸い込んだことにより死亡した、という事案である。

　　判決は、第一行為と結果との間の因果関係について、「砂上に放置したる行為…なきにおいては砂末吸引を惹起することなきはもちろんなれども…殺人の目的をもって為したる行為なきにおいては犯行発覚を防ぐ目的をもってする砂上の放置行為もまた発生せざりしことはもちろんにして、これを社会生活上の普通観念に照らし、被告の殺害目的を持って為したる行為と市之助の死との間に原因結果の関係あることを認むる…被告の行為は…殺人罪を構成するものというべく、この場合には殺人未遂罪と過失致死罪の併存を認むべきものにあらず」と判示して、第一行為について殺人罪を認めた。

③　最決昭和53年3月22日

　　本件は、過失により被害者を熊と誤認して二発撃ち、十数分内外で死亡する程度の致命傷を与えた（第一行為）後、同人を殺害して逃げようと決意して三発目を撃ち、即死させた（第二行為）、という事案である。

　　原審は、「殺人の実行行為が開始された時点までの被告人の犯罪行為は業務上過失傷害の程度にとどまり、殺人の実行行為が開始された時点以後は殺人罪の構成要件に該当する行為のみが存在したものというべきである」と判示して、第一行為については業務上過失傷害罪にとどまるとし、第二行為について殺人罪を認めた。本決定もこの結論を維持した。

④　東京高判昭和37年6月21日

　　本件は、過失によって被害者を車で撥ねた（第一行為）後、同人を保護する責任があったにも関らずこれを遺棄し（第二行為）、よって同人は側溝に転落、側溝内の汚水に顔面をつけて溺死した、という事案である。

　　判決は、第一行為と結果との間の因果関係について、「（本件の場合の如く、）要保護者遺棄行為が介入することなく、保護責任者として病者たる被害者を保護していたとすれば、被害者をして溺死させるという結果を防止し得たと認め得るに拘らず、敢てその所為に出なかつたがために被害者をして溺死せしめ、そのことを事由として要保護者遺棄致死の罪責を問われる場合には、死の結果に直結する後の因果関係のみが刑法上重要であって、かかる場合には業務上の過失により被害者に傷害を与えた行為は、被害者の死の結果に対し刑法上原因を与えたものとは解し難い」と判示して、第一行為については業務上過失傷害罪にとどまるとし、第二行為について要保護者遺棄致死罪を認めた。

⑤　新潟地長岡支判昭和37年9月24日

　　本件は、過失によって被害者を車で撥ねた（第一行為）後、同人が車体の下に引っ掛っているかもしれないことを認識しながら、これを死亡させることがあってもやむを得ないと認容し、敢えて加速して進行し、同人を死亡させた、という事案である。

　　判決は、第一行為を問題にせず、第二行為について殺人罪を認めた。

⑥　大阪高判昭和44年5月20日

　　本件は、傷害の意図で被害者に暴行を加え（第一行為）、同人が失神したのを死んだと思い込み、犯行の発覚を防ぐ目的で水中に投棄して（第二行為）死亡させた、という事案である。

　　判決は、「（本件のような経過は）自然的な通常ありうべき経過であ（る）」として、第一行為について傷害致死罪を認めた。

二　以上の判例及び下級審裁判例を統一的に解すれば、次のような傾向を読み取ることができる。即ち、第二行為の結果に対する寄与度が大きく、第一行為と結果との間の因果関係を凌駕したと言える場合には、第一行為と結果との間の因果関係を否定する（③④⑤）。そうでない限り、第一行為と結果との間の因果関係を肯定する（①②⑥）。

被害者や第三者、自然現象などが介入する場合と違い、行為者本人の行為が介入する事例においては、第一行為と第二行為との間になんらかの内的関連性があるのが通常である。また、行為者が最終的な結果を認識・認容し、行為者の行為が原因で現に結果が発生した場合、仮に第一行為と第二行為が無関係であっても、行為者に故意・既遂罪を認めることが酷とは言えず、条件関係を修正すべき理由がないように思われる。

以　上

